
a　できている（3点） ｂ　ほぼできている（2点） ｃ　まだ不十分（１点）

評価基準に対する視点がすべて実施できていた
場合に、チェックする。

評価基準に対する視点の内、８０％程
度できている場合にチェックする。

評価基準に対する視点が十分にできていな
い、または実施できていない場合にチェックす
る。

①要介護状態に至るリスクが高い高齢者の把握
のため、関係者からの情報を積極的に収集して
いる。

民生委員、かかりつけ医、高齢者サービス担当
者等の関係者に自ら働きかけて情報収集に努め
ている。

顔を合わせた時には関係者への働き
かけを行っている。

関係者から情報提供があれば受けるが、自分
の方から情報収集を行うことはしていない。

民生委員、かかりつけ医、
高齢者ｻｰﾋﾞｽ担当者等、関
係者等との連携の状況を記
録した活動記録がある。

②地域住民に対して、介護予防の必要性を理解
してもらえるよう啓発など働きかけを行っている。

介護予防講座や健康講座、地域住民の集まりな
どで積極的に啓発・PRを行っている。

介護予防の説明やパンフレット配布に
よる啓発は行っている。

地域で介護予防のＰＲはほとんどできていな
い。

地域で啓発・ＰＲを行った活
動実績の記録がある。

③行政の介護予防事業や健康づくり事業の内容
及び実施方法を把握している。

市や区が実施している介護予防事業、健康づくり
事業の情報を把握している。

市や区の介護予防事業は把握してい
るが、健康づくり事業までは把握でき
ていない。

市や区の介護予防事業、健康づくり事業につ
いてほとんど把握できていない。

介護予防事業、健康づくり
事業の事業一覧や、チラシ
のつづりがある。

④行政以外が実施している地域の介護予防事業
や健康づくり事業の内容及び実施方法を把握し
ている。

行政以外に担当エリア内の地域住民主体や、市
民センター・公共施設で実施している介護予防事
業（サロン含む）や健康づくり事業の情報を把握
し、実際に事業を見学している。

市民センターや公共施設で行っている
事業は概ね把握しているが見学まで
はしていない。

地域の事業をほとんど把握していない。
地域の健康づくり事業等の
資料がある。

⑤要介護状態に至るリスクが高い高齢者を把握
し、その者に対し、速やかに連絡を取っている。

把握された対象者には速やかに電話や訪問によ
り連絡を行っており、必要に応じて事業の案内を
している。

把握された対象者には速やかに連絡
をとっているが、連絡がとれないまま
放置しているケースが少数ある。

把握された対象者に対し速やかに連絡がとれ
ていない。

連絡の記録がある。

判断材料又は
評価の方法
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(1)地域の実情に応じ
て収集した情報等の活
用により、閉じこもり等
の何らかの支援を要す
る者を把握し、介護予
防活動へつなげること
ができている。

　高齢者が介護が必要な状態に
なることを予防する「介護予防」
への取り組みとして、今は「介
護」を必要としていないが、生活
機能の低下が見られ、このまま
何もしないでいると要支援・要介
護状態になる恐れのある高齢者
を早期に発見し、その方の心身
の状態やニーズに合った介護予
防プログラムを早期に提供する
ことが必要です。
　そのために、健診からの情報
や関係機関等と連携した上で対
象者を幅広く把握し、把握した対
象者への早めのアプローチとア
セスメントの実施等が行われて
いるかを評価します。

できている
  　　 ：１５～１３点
ほぼできている
　　　：１２～１０点
まだ不十分
　　　：９～５点

総合評価の
集約基準

評価のねらい

自己点検判断基準

評価領域 Ⅴ　介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務

評価の内容 生活機能の低下など、さまざまな課題を抱えている高齢者に対して適切な支援を行うことにより、要支援･要介護状態の予防や重症化予防についての意識や意欲を高め、できるだけ自立した生活が送れるよう支援しているか。

評価分類
評価項目

（評価分類に対する視点）
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a　できている（3点） ｂ　ほぼできている（2点） ｃ　まだ不十分（１点）

評価基準に対する視点がすべて実施できていた
場合に、チェックする。

評価基準に対する視点の内、８０％程
度できている場合にチェックする。

評価基準に対する視点が十分にできていな
い、または実施できていない場合にチェックす
る。

判断材料又は
評価の方法

総合評価の
集約基準

評価のねらい

自己点検判断基準

評価領域 Ⅴ　介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務

評価の内容 生活機能の低下など、さまざまな課題を抱えている高齢者に対して適切な支援を行うことにより、要支援･要介護状態の予防や重症化予防についての意識や意欲を高め、できるだけ自立した生活が送れるよう支援しているか。

評価分類
評価項目

（評価分類に対する視点）

（1）適切なケアマネジ
メントへ結びつけてい
る。

　これまでのケアマネジメント
は、できないことをサービスで補
うといった補完的な考えが広
まっていました。しかし、介護予
防にあたっては、何よりも利用者
の主体的な取り組みが不可欠で
あり、それがなければ介護予防
の十分な効果も期待できませ
ん。
　ここでは、利用者の意欲が高
まるような支援が行われている
かということと、それを側面から
サポートする利用者の状態変化
に合わせた支援体制がとられて
いるかを評価します。

①介護予防支援・介護予防ケアマネジメントのケ
アプランにおいて、必要に応じ保険給付や介護予
防生活支援サービス事業以外の多様な地域の社
会資源等を位置づけ、自立に向けたケアプランの
作成を行っている。

①介護予防支援・介護予防ケアマネジメントのケ
アプランにおいて、必要に応じ保険給付や介護予
防生活支援サービス事業以外の多様な地域の社
会資源を位置づけている。

ー

①介護予防支援・介護予防ケア間遠ジメント
のケアプランにおいて、サービスは保険給付
や介護予防生活支援サービス事業のみで多
様な地域の社会資源を位置づけていない。

ケアプランに、必要に応じ保
険給付や介護予防支援
サービス事業以外の多様な
地域の社会資源を位置づけ
ている。

できている：3点
まだ不十分：1点

①要支援認定を受けた利用者（事業対象者含
む）に対して、介護予防の必要性やサービス等の
情報提供並びに介護予防につながるアセスメント
を行っている。

利用者に介護予防の必要性やサービスの情報
提供を行い、アセスメントにおいて、利用者が「で
きること」を家族などと一緒に探している

ー
利用者への情報提供は行っているが、利用者
自身の意欲や意向を引き出せるまでには至っ
ていない。

経過記録に、情報提供した
内容が記載されている
ケアプラン等に、アセスメン
トした内容が記載されてい
る。

②利用者自身が主体的に取り組めるような目標
を設定している。

生活機能の向上が図られる目標を立て、一定の
期間(短期目標）に達成できるものとなっている。

生活機能の向上が図られる目標を立
てているが、一定の期間(短期目標)に
達成できるものとなっていない。

目標はあるが、課題に対応したものとなってい
ない。

ケアプランに生活機能向上
が図られる目標が立てられ
ており、利用者が短期で目
標を達成できるものとなって
いる。

③利用者本人･家族･サービス提供者が目標を共
有し、実施(提供)している。

利用者を中心としたサービス担当者会議等を通
じて、主治医をはじめとするすべてのサービス提
供者が介護予防ケアマネジメントに参画（文書に
よる確認を含む）しており、決定結果を知らせるこ
とで目標を共有している。

利用者を中心としたサービス担当者会
議等を通じて、限られた主要なサービ
ス提供者のみが、介護予防ケアマネジ
メントに参画しているが、すべてのサー
ビス提供者に決定結果を知らせること
で目標の共有はできている。

利用者を中心としたサービス担当者会議等を
通じて、限られたサービス提供者のみが、介
護予防ケアマネジメントに参画しているが、
サービス提供者に決定結果を知らせることは
していない。

経過記録等に、サービス担
当者会議等の決定結果をす
べてのサービス担当者に情
報提供した記録がある。

④モニタリングや再アセスメントは、あらかじめ設
定した時期に行っている。

モニタリングや再アセスメントを、あらかじめ設定
した時期に確実に実施している。
（モニタリングは、月に1回以上実施。３月に１回
以上利用者宅で面接実施。サービス事業利用者
の面接は６月に１回以上。）

ー
モニタリングや再アセスメントは行っているが、
あらかじめ設定した時期に実施していないこと
がある。

経過記録等に、モニタリング
や再アセスメントをあらかじ
め設定した時期に実施した
記録がある。

⑤達成状況の評価について、あらかじめ設定した
時期に行っている。

目標の達成状況の評価は、サービス事業者が行
う事前・事後のアセスメント結果も参考に、あらか
じめ設定した時期に確実に実施している。

目標の達成状況の評価は、サービス
事業者が行うアセスメント結果等を参
考にし、設定した期間でほぼできてい
る。

目標の達成状況の評価は行っているが、あら
かじめ設定した時期に実施できていない。

経過記録等に、目標の達成
状況の評価を①あらかじめ
設定した時期に行い、②
サービス事業者のアセスメ
ント結果を踏まえている記録
がある。

⑥達成状況の評価を行い、今後の支援方法を検
討している。

介護予防ケアプランで設定された目標が達成さ
れたかどうかをチェックし、自立支援に向けた「地
域ケア個別会議」を活用し、今後の支援方法やケ
アプランの見直しを行っている。

ー

介護予防ケアプランで設定された目標が達成
されたかどうかをチェックしているが、地域ケア
個別会議をうまく活用できておらず、ケアプラ
ンの見直しまでは行っていない。

経過記録等に、目標の達成
をチェックした記録があり、
見直しが必要な場合はケア
プランの作成が行われてい
る。

⑦ケースのケアプラン、ケース記録、契約書等の
保管を行っている。

定められた場所に適切な保管を行っている。 ー
保管は行っているが、特に定められた場所が
ない。

定められた保管場所があ
る。

①居宅介護支援事業者へ委託したケアプランの
原案確認を行っている。

居宅介護支援事業者へ委託したケアプラン原案
について、「介護予防支援・介護予防ケアマネジ
メント業務事務手順書」に沿った内容の確認を
行っている。

ー

居宅介護支援事業者へ委託したケアプラン原
案について、「介護予防支援・介護予防ケアマ
ネジメント業務事務手順書」を参照せず、主観
的な確認を行っている。

経過記録等に、介護予防支
援・介護予防ケアマネジメン
ト業務事務手順書に沿った
内容の確認を行った記載が
ある。

②居宅介護支援事業者へ委託したケアプランの
達成状況の評価の確認を行っている。

居宅介護支援事業者へ委託したケアプランの進
捗状況の評価の確認について、「介護予防支援・
介護予防ケアマネジメント業務事務手順書」に
沿った確認を行っている。

ー

居宅介護支援事業者へ委託したケアプランの
進捗状況の評価の確認について、「介護予防
支援・介護予防ケアマネジメント業務事務手順
書」を参照せず、主観的な確認を行っている。

経過記録等に、「介護予防
支援・介護予防ケアマネジメ
ント業務事務手順書」に沿っ
た内容の確認を行った記載
がある。

③委託しているケースのケアプラン、ケース記
録、契約書等の保管を行っている。

定められた場所に適切な保管を行っており、委託
が終了したケース資料も返還させている。

定められた場所に適切な保管を行って
いるが、委託が終了したケース資料を
返還させていないことがある。

保管は行っているが、特に定められた場所が
ない。

定められた保管場所があ
る。また、経過記録等に、委
託が終了したケース資料が
返還された記録がある。

(3)委託したケアマネジ
メントについて、適正な
実施が行えているか確
認している。

2
　
予
防
給
付
及
び
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
事
業
に
お
け
る
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(2)介護予防支援・介護
予防ケアマネジメント
業務手順書及び介護
予防・生活支援サービ
ス事業に関する要綱等
に沿った適切なケアマ
ネジメントが実施でき
ている。

できている
　　　　　：９～８点
ほぼできている
　　　　　：７～６点
まだ不十分
　　　　　：５～３点

　介護予防ケアマネジメント業務
は、本人ができることはできる限
り本人が行うことを基本としつ
つ、利用者のできることを利用
者とともに発見し、利用者の主
体的な活動と参加意欲を高める
ことを目指しています。このた
め、サービス提供期間を設定
し、いつまでにどのような生活行
為ができるようにするのか具体
的な目標を明確にしつつ、個々
の利用者の心身の状況や生活
機能低下等が生じた原因に応じ
た総合的かつ効果的な支援計
画を作成するとともに、サービス
の提供を確保し、一定期間経過
後は所期の目標の達成状況を
評価し、必要に応じた計画の見
直しが適切に行えているかを具
体的に評価します。

　介護予防支援・介護予防ケア
マネジメント業務を委託する場
合は、当該居宅介護支援事業
所がケアマネジメント業務を適
切に行っているかについて確認
することが重要です。
　ここでは、具体的に、委託事業
者が作成した介護予防サービス
計画原案や内容および保管方
法が適切に行われているかを評
価します。

できている
  　　 ：２１～１８点
ほぼできている
　　　：１７～１４点
まだ不十分
　　　：１３～７点
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